
令和４年２月２日  
 
生徒及び保護者の皆様 

厚木東高等学校長  

 

オミクロン株に係る自主療養の開始について（通知） 

  

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動についてご理解とご協力をいただき

感謝申し上げます。 

さて、オミクロン株に係る感染の急拡大により、現在、外来診療や保健所の業務が逼迫状況

となっていることから、県では、抗原検査キット等を活用した本人のセルフテスト等による陽

性判明時点から、医療機関を受診せず即時に療養を開始し、IT による健康観察サービスを受け

る「自主療養」を選択できる、「自主療養」の仕組みを１月28 日（金）から導入しました。 

つきましては、健康医療局からの資料を以下に添えますのでご確認ください（「自主療養」

と医療機関への受診は選択できます）。 

お子さんが「自主療養」を選択された場合にはインターネットから「自主療養届出システ

ム」の登録を行うとともに、学校に電話で報告をお願いします。また、「自主療養」した場合

にも出席停止の扱いになりますが、状況によって期間等が異なりますので、詳細は学校にお問

い合せください。 

なお、この対応については、今後の国の動向により変更する場合があります。 

 

＜資料＞ 

【新型コロナウイルス感染症「自主療養」開始について（健康医療局医療危機対策本部室）】 

現在、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が広がっています。若い方や基礎疾患のない

方は重症化の可能性が低いことが分かってきた一方、重症化リスクが高いとされる高齢者への感

染が徐々に広がっていることから、限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的に提供したいと

考えております。 

そこで県では、重症化リスクの低い方で、抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合

は、医療機関の診察を待たずに自ら療養を始められるよう、「自主療養」をお選びいただける

こととし、「自主療養届出システム」の運用を１月 28 日（金）から開始することとしましたの

で、お知らせいたします。 

 

１ 「自主療養」について 

(1) 「自主療養」の選択 

６歳から49歳で、かつ、基礎疾患や肥満、妊娠（可能性を含む）等の重症化リスク因子が

ない方が、抗原検査キットによる本人のセルフテストや無料検査等で陽性が判明した場合に

は、これまでどおり医療機関を受診するか、あるいは、医療機関を受診せず即時にご自宅等

で療養を開始し、ITによる健康観察サービス等※を受ける「自主療養」とするかを選択いただ

けます。 

なお、「自主療養」中に、症状の悪化等健康上の不安がある場合などは、従来と同じ発熱

等診療医療機関を受診したうえで、保健所の判断により、自宅療養又は宿泊療養施設での療

養支援を受けることもできます。 

 

※ ITによる健康観察サービス等とは、神奈川県療養サポート（LINE）又はAIコール（Aicall）

により、健康観察を行うもので、「自主療養」開始後、健康観察を行っている中で、症状

の悪化等により医療機関の受診等を希望するなど、症状に関する相談を行いたい場合には、

療養者の健康悪化等の相談を受けるコールセンターである「コロナ119」に電話していただ

くことになります。 



問合わせは、右の二次元コード（Ｑ
Ｒコード）からお願いいたします。 

(2) 「自主療養」の登録手続き 

お子様が「自主療養」することを選択された場合には、インターネットから、県が運営す

る「自主療養届出システム」のWEBフォームに必要事項を入力していただくようお願いします。

これにより、「自主療養」の登録が行われ、ITによる健康観察サービス等を受けることがで

きます。 

【WEBフォーム入力項目】 

・氏名、生年月日、住所、メールアドレス、身長・体重 

・発症日 

・基礎疾患の有無 

・妊娠（可能性も含む）の有無 

・抗原検査キット/無料検査の検査結果が分かる画像 

・提出先の組織名称、所在地、連絡先 

 

(3) 「自主療養届」の交付 

「自主療養」を行う場合、従来の保健所からの連絡や、医療機関による診断書が得られな

いため、これに代わるものとして、県が療養開始を証明する「自主療養届」の交付を行うこ

ととしました。 

この「自主療養届」は、「自主療養」を登録された方に、「自主療養届出システム」から

PDFファイルで発行されます。学校から提出の求めがあれば御活用ください。 

 

【自主療養届の印字情報】 

 ・氏名 

 ・生年月日 

 ・住所 

 ・メールアドレス 

 ・発症日、療養終了予定日 

 ・発行日 

 

(4) 運用開始日 

令和４年１月28日（金） 

 

(5) ＦＡＱ 

    公開されている県ホームページをご覧ください。 

   神奈川県ホームページ 

   https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/mt_report.html 

 

２ 神奈川県への問合せ 

    

 
 
 
 
 
 
 

                           問合せ先      

生活支援グループ 後藤 

(046)221-3158 

 
問合せ先 

新型コロナウイルス感

染症専用ダイヤル 

0570-056774 


